
証券コード 3172
2023年 10月 11日

（電子提供措置の開始日2023年９月29日）

株 主 各 位
静岡県島田市牛尾１１８番地
テ ィ ー ラ イ フ 株 式 会 社
代表取締役社長 西上 節也

第40期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、当社第40期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご案内申しあ

げます。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記

ウェブサイトに電子提供措置事項を掲載しております。

①【当社ウェブサイト】

https://www.tealifeir.com/ir/soukai.html

（上記ウェブサイトにアクセスして、「第40期定時株主総会招集ご通知」

を選択のうえ、ご確認ください。）

②【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】

https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

（上記ウェブサイトにアクセスして、当社名又は当社証券コードを入

力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択のうえ、ご

確認ください。）

なお、当日ご出席いただけない場合は、インターネット又は書面により議決権を行

使することができますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書

類をご検討のうえ、「議決権行使についてのご案内」（３頁から４頁まで）にしたがっ

て、2023年10月26日（木曜日）午後５時15分までに議決権を行使いただきますようお

願い申しあげます。

敬 具
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記

１. 日 時 2023年10月27日（金曜日）午前10時 （受付開始:午前９時30分）

２. 場 所 静岡県掛川市亀の甲１－３－１

掛川グランドホテル ３階「シャングリラスイート」

（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

３. 目 的 事 項

報 告 事 項 １. 第40期（2022年８月１日から2023年７月31日まで）事業報告、

連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書

類監査結果報告の件

２. 第40期（2022年８月１日から2023年７月31日まで）計算書類報

告の件

決 議 事 項

第１号議案 剰余金の処分の件

第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

第３号議案 役員賞与支給の件

以 上

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出く

ださいますようお願い申しあげます。

議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をさ

れたものとして取り扱わせていただきます。

本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、従前どおり株主総会

資料を書面でお届けしております。ただし、法令及び当社定款第14条の規定に基づ

き、下記の事項を記載しておりません。したがって、ご送付している書面は監査等

委員会が監査報告を、会計監査人が会計監査報告をそれぞれ作成するに際して監査

した書類の一部であります。

①事業報告の「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要」

②連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」及び「連結注記表」

③計算書類の「株主資本等変動計算書」及び「個別注記表」

電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内

容を掲載させていただきます。
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見 本

こちらに議案に対する賛否をご記入ください。

第１・３号議案

賛成の場合 「賛」の欄に〇印

反対する場合 「否」の欄に〇印

第２号議案

全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印

全員反対する場合 「否」の欄に〇印

一部の候補者に

反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、

反対する候補者の番号を

ご記入ください。※議決権行使書用紙はイメージです。

議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。
電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権
を行使してくださいますようお願い申しあげます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に

ご出席される場合

書面（郵送）で議決権を

行使される場合

インターネットで議決権を

行使される場合

同封の議決権行使書用紙を会場
受付にご提出ください。

同封の議決権行使書用紙に議案
に対する賛否をご表示のうえ、
切手を貼らずにご投函くださ
い。
議決権行使書面において、議案
に賛否の表示がない場合は、賛
成の意思表示をされたものとし
て取り扱わせていただきます。

次ページの案内に従って、議案
に対する賛否をご入力くださ
い。

日 時 行使期限 行使期限

2023年10月27日（金曜日）

午前10時（受付開始：午前9時30分）

2023年10月26日（木曜日）

午後5時15分到着分まで

2023年10月26日（木曜日）

午後5時15分入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

書面（郵送）及びインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行
使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使
をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
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1.

2.

議 決 権 の 数
議 決 権 の 数

基準日現在のご所有株式数

株 主 総 会 日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○

議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

見 本

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

○○○○○○○

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード
見 本

QRコードを読み取る方法
ログインID・仮パスワードを

入力する方法

議決権行使

ウェブサイト
https://evote.tr.mufg.jp/

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

※操作画面はイメージです。

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

新しいパスワードを登録する。3

「新しいパスワード」
を入力

「送信」を
クリック

議決権行使書用紙に記載された「ログインID・
仮パスワード」を入力しクリックしてください。

2

「ログインID・
仮パスワード」
を入力

「ログイン」を
クリック

インターネットによる議決権行使で

パソコンやスマートフォンの操作方法などが

ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 ヘルプデスク

0120－173－027
（通話料無料／受付時間 ９：00～21：00）

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワ

ードを入力することなく、議決権行使サイトにロ

グインすることができます。

1 議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってく
ださい。

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

インターネットによる議決権行使のご案内
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事 業 報 告

(2022年8月１日から
2023年7月31日まで)

１．企業集団の現況

(1) 当連結会計年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、資源価格の高騰や、為替の影響、ロ

シアによるウクライナ侵攻といった地政学的リスクやインフレの進行により先

行き不透明な状況が続いているものの、新型コロナウイルス感染症に関する行

動制限の緩和が進み、消費行動に回復の動きが見られる状況にあります。

小売、卸売業界におきましても、制限の緩和を受け人流が回復し新型コロナ

ウイルス感染症の影響については収束傾向を示す一方、エネルギー価格や原材

料価格の高騰に加え急激な為替変動等による物価上昇懸念など、依然として先

行き不透明な状況にあります。

通信販売業界におきましては、消費行動のデジタルシフトが進み、ＥＣ市場

の拡大とともに参入企業の増加に伴う競争激化が進行しました。また、リアル

店舗消費やサービス・旅行等のコト消費の増大傾向が進むことにより、伸び率

は鈍化傾向にあります。

このような経済環境のなか、当社グループは安定的かつ継続的な成長と企業

価値の向上を目指し、「進化するウェルネス＆ライフサポート企業」をビジョン

とし、「Ｒｅｂｏｒｎ！ｖeｒ.２」をスローガンとした中期経営計画の達成に向

け、各事業の拡大及び利益確保に取り組んでまいりました。

この結果、当連結会計年度における売上高は13,457百万円(前年同期比5.7％

増)となりました。

損益面では、営業利益は822百万円(同1.7％増)、経常利益は844百万円(同5.4

％増)、親会社株主に帰属する当期純利益は599百万円(同5.7％増)となりまし

た。

セグメント別の経営成績は、次のとおりであります。

なお、売上高については、セグメント間取引の調整後の数値であり、セグメ

ント利益及び損失については、セグメント間取引の調整前の数値であります。
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ア．卸売事業

卸売事業では、テレビショッピングにおいて主力商品の美容・健康関連商

品の販売において放映回数を増やせたこと等により好調に推移しました。ま

た店舗への販売においては、行動制限の緩和に伴う外出しての購買活動活性

化に伴い、客足が回復傾向となりました。以上の要因が売上の拡大に貢献し

ました。一方で海外仕入商品のサプライチェーンの混乱や輸送コストの高騰、

円安の進行によるコストプッシュの影響による利益面の圧迫が見られました。

この結果、売上高は7,480百万円(前年同期比12.5％増)、セグメント利益は

615百万円(同10.4％減)となりました。

イ．小売事業

小売事業では、収益改善に向け、販促費の適正化を積極的に推進すること

により、利益改善となりました。売上面では、「メタ褒め茶プラス」等の機能

性表示食品や静岡県産茶ノ実油配合の化粧品「ｈｕｇｍ(ハグム)」シリーズ

を中心に新商品の拡販を実施するとともに、2023年7月には機能性表示食品

「快腸ののじ茶」を新発売しました。また、スマホアプリの利用促進、ＬＩＮ

Ｅ機能を活用した利便性改善、ＥＣモールのギフト販促強化といったデジタ

ルシフト施策を推進しました。一方で、顧客開拓の効率悪化による顧客数の

伸び悩みや、ＥＣモール内での競争激化等が売上面に影響いたしました。

この結果、売上高は5,076百万円(前年同期比7.7％減)、セグメント利益は

27百万円(前年同期は85百万円の損失)となりました。

ウ．プロパティ事業

プロパティ事業におきましては、袋井センター及び掛川センターにおける

賃貸エリアの拡大や設備メンテナンスによる賃貸稼働率の向上に加え、2022

年5月開設の「ティーライフ名古屋センター」の本格稼働に伴う積極的な営業

活動の成果により、他社出荷業務等の受託量拡大が売上拡大に大きく貢献し

ました。売上拡大に伴い、業務受託量が増大したことで光熱費や新規クライ

アントに対応する初期運用コストが増加いたしました。

この結果、売上高は899百万円(前年同期比53.8％増)、セグメント利益は

197百万円(同0.2％増)となりました。
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② 設備投資の状況

当連結会計年度中に実施しました当社グループの設備投資の総額（無形固定

資産を含めております。）は119百万円であります。その主なものは、プロパテ

ィ事業に係る施設改良等のための設備投資52百万円であります。

③ 資金調達の状況

該当事項はありません。

④ 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

該当事項はありません。

⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。

⑥ 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況

該当事項はありません。

⑦ 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

当社は、2022年11月１日付で、株式会社オフィスサプライズの全株式を取得

し、同社を子会社といたしました。
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(2) 財産及び損益の状況

① 企業集団の財産及び損益の状況

区 分
第 37 期

(2020年７月期)
第 38 期

(2021年７月期)
第 39 期

(2022年７月期)

第 40 期
(当連結会計年度)
(2023年７月期)

売 上 高 (百万円) 10,577 11,719 12,737 13,457

経 常 利 益 (百万円) 525 924 800 844

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

(百万円) 420 704 566 599

１株当たり当期純利益 (円) 99.03 165.81 133.40 140.89

総 資 産 (百万円) 7,756 8,307 8,274 8,567

純 資 産 (百万円) 4,930 5,460 5,791 6,168

１株当たり純資産額 (円) 1,160.07 1,284.93 1,362.78 1,449.07

（注）１．１株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数に

より、１株当たり純資産額は、自己株式を控除した期末発行済株式総数に

より算出しております。

２．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等

を第39期から適用しており、第39期以降に係る主要な経営指標等について

は、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

② 当社の財産及び損益の状況

区 分
第 37 期

(2020年７月期)
第 38 期

(2021年７月期)
第 39 期

(2022年７月期)

第 40 期
(当事業年度)
(2023年７月期)

売 上 高 (百万円) 4,683 4,571 4,197 4,298

経 常 利 益 (百万円) 176 386 168 394

当 期 純 利 益 (百万円) 185 306 148 353

１株当たり当期純利益 (円) 43.70 72.19 34.87 83.07

総 資 産 (百万円) 6,714 6,744 6,320 6,649

純 資 産 (百万円) 4,573 4,712 4,617 4,757

１株当たり純資産額 (円) 1,076.15 1,108.83 1,086.39 1,117.59

（注）１．１株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数に

より、１株当たり純資産額は、自己株式を控除した期末発行済株式総数に

より算出しております。

２．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等

を第39期から適用しており、第39期以降に係る主要な経営指標等について

は、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
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(3) 重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社の状況

該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

会社名 資本金
当社の

議決権比率
主要な事業内容

株式会社アペックス 40百万円 100.0％
美容・健康関連商品、寝
具等の卸売

株式会社Ｌｉｆｅｉｔ 80百万円 100.0％
生活雑貨、家具等の通信
販売

（注）子会社の重要性の判断基準は、「当該子会社の当社グループにおける連結売上高

構成比率」等を勘案しております。

(4) 対処すべき課題

今後のわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の５類移行後の経済活動再開、

雇用・所得環境の改善、各種政策の効果を背景に、景気は緩やかな回復を続ける

と見込まれるものの、世界的な金融引締めに伴う影響や中国経済の先行き懸念等

の海外景気下振れリスクに加え、物価上昇、金融資本市場の変動等、注意を要す

る状況が続くと予測されます。

小売・卸売業界におきましては、ポストコロナにおけるリベンジ消費が期待で

きるものの、物流2024年問題に端を発した配送料の値上げや、人件費及び原材料

値上げが見込まれ、ブランディング強化やコスト削減等に取り組むなど、価格競

争に陥らないための施策が急務であります。また、不動産賃貸業界においては、

消費回復による流通量増加による倉庫及び出荷代行請負の需要拡大が見込まれる

一方、大規模な新型倉庫の建設ラッシュによる倉庫需要の飽和化、借主確保が課

題となります。

このような環境をチャンスととらえ、当社グループは、更なる躍進による成長

と長期的な企業価値向上を目指し、2025年７月期を最終年度として策定した中期

経営計画の３つの戦略に基づき、積極的な事業展開を推進してまいります。
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① 差別化戦略の推進

消費環境の変化や急成長したＥＣ市場の競争に対応するため、特定市場での

No.1、オンリーワン商品の開発・育成をはじめ、「Local＆Global」の両視点で

ブランディング活動を進めてまいります。Local視点では静岡県を中心に地域参

加型イベントの開催等、お客様との関係性を深めるファンマーケティングの推

進・認知度向上のための活動に注力し、Global視点では円安基調やインバウン

ド増のチャンスを成長につなげるべく米国市場をターゲットとした現地法人を

設立し、米国市場にマッチした専用ブランドの立上げを進めてまいります。こ

のような国内外でのブランディング活動により商品価値向上・差別化戦略を推

進してまいります。

② 将来の成長に向けた挑戦

ＩＴ・デジタルの領域は日々世界的な規模で変動しております。この変化を

キャッチして、柔軟にデジタルシフト施策を運用してまいります。また、Ｍ＆

Ａについても、国内のグループ企業間シナジー最大化に留まらず、海外市場戦

略まで視野に入れて、引き続き推進してまいります。プロパティ事業において

は、更なる事業の拡大・成長に寄与する収益不動産の獲得や、新たなクライア

ント獲得に有効な、サービスメニューの拡充を推進してまいります。このよう

な各領域において、長期的な成長のための投資を推進してまいります。

③ 強固な経営基盤の構築

グループ間でのバックオフィス、情報システム、物流拠点、販売チャネル等

の共有を推進しシナジー創出に努めるほか、各社・各部門の持つ機能や役割を

十分に活かせるよう、組織体制の見直しや成長を支える人材の育成を進めてま

いります。併せて、コンプライアンスの徹底やリスク管理体制の強化により、

社会からの要請やステークホルダーの期待に応えられるよう努めてまいります。
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(5) 主要な事業内容（2023年７月31日現在）

事業区分 事業内容

卸売事業
主にヘルスケア商品、生活雑貨、寝具、化粧品等を通信販売会社
や小売店等に販売しております。

小売事業
主に健康茶、健康食品、化粧品、ベビー用品、キッズ家具、イン
テリア・ペット雑貨、ガーデン用品、文具等を一般消費者に通信
販売しております。

プロパティ事業
主に自社不動産を活用した不動産賃貸、出荷業務の受託を行って
おります。

(6) 主要な事業所（2023年７月31日現在）

① 当社

本社 静岡県島田市

袋井センター 静岡県袋井市

掛川センター 静岡県掛川市

名古屋センター 愛知県名古屋市

② 子会社

株式会社アペックス 本社（群馬県高崎市）

株式会社Ｌｉｆｅｉｔ 本社（東京都目黒区）
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(7) 従業員の状況（2023年７月31日現在）

① 企業集団の従業員の状況

事業区分 従業員数 前連結会計年度末比増減

卸売事業 47名（ 9名） 5名増（ 1名減）

小売事業 118名（47名） 2名減（ 8名減）

プロパティ事業 2名（30名） 1名減（11名増）

合 計 167名（86名） 2名増（ 2名増）

（注）従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（パートタイマーを含み、人材会社

からの派遣社員を除いております。）は、年間の平均人員を（ ）外数で記載し

ております。

② 当社の従業員の状況

従業員数
前事業年度末比

増減
平均年齢 平均勤続年数

90名（71名） 3名減（4名増） 39.7歳 11.9年

（注）従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除いております。）であり、臨

時雇用者数（パートタイマーを含み、人材会社からの派遣社員を除いておりま

す。）は、年間の平均人員を（ ）外数で記載しております。

(8) 主要な借入先の状況（2023年７月31日現在）

借入先 借入額

株式会社静岡銀行 431百万円

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 187百万円

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。
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２．会社の現況

(1) 株式の状況（2023年７月31日現在）

① 発行可能株式総数 14,000,000株

② 発行済株式の総数 4,257,020株（自己株式180株を除く）

③ 株主数 10,840名

④ 大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株式会社Ｎ＆Ｋ 1,416,700株 33.27％

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口）

168,800 3.96

植田 佳代子 125,000 2.93

山田 壽雄 99,500 2.33

ティーライフ従業員持株会 73,650 1.73

浅井 伸祐 70,400 1.65

植田 翔子 70,000 1.64

植田 元気 70,000 1.64

若杉 精三郎 60,000 1.40

日本生命保険相互会社 36,000 0.84

（注）１．持株比率は自己株式（180株）を控除して計算しております。

２．持株比率は小数点第３位以下を切り捨てて表示しております。

⑤ 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況

当社は、2022年９月26日開催の取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式報酬

制度を導入しました。これを受け、当社は、2022年10月28日開催の取締役会に

おいて譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行を決議し、同年11月25日付で、

取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）４名に対して、譲渡

制限付株式報酬として普通株式計7,200株を発行しました。

⑥ その他株式に関する重要な事項

該当事項はありません。
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(2) 新株予約権等の状況

該当事項はありません。

(3) 会社役員の状況

① 取締役の状況（2023年７月31日現在）

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役社長 西 上 節 也

株式会社アペックス代表取締役会長
株式会社ダイカイ代表取締役会長
株式会社Ｌｉｆｅｉｔ代表取締役会長
株式会社オフィスサプライズ代表取締役会長

取 締 役 伊 藤 和 也 企画販売部長

取 締 役 石 澤 浩 和 ロジスティクス事業部長兼物流部長

取 締 役 児 島 正 雄
経営企画部長
株式会社アペックス取締役社長

取 締 役 植 田 伸 司 －

取 締 役
（常勤監査等委員）

岡 村 朗

株式会社アペックス監査役
株式会社ダイカイ監査役
株式会社Ｌｉｆｅｉｔ監査役
株式会社オフィスサプライズ監査役

取 締 役
（監査等委員）

寺 田 敏 子
つかさ綜合法律事務所所長
ミカタ少額短期保険株式会社社外監査役

取 締 役
（監査等委員）

岩 井 理映子
日本アイ・ビー・エム株式会社ＩＢＭコンサ
ルティング事業本部パートナー

（注）１．取締役（監査等委員）寺田敏子氏及び岩井理映子氏は、社外取締役であり
ます。

２．取締役（監査等委員）岡村朗氏は、通信販売業界に関する豊富な経験と幅
広い見識を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有してお
ります。

３．取締役（監査等委員）寺田敏子氏は、弁護士資格を保有し、弁護士かつ法
律事務所の所長としての経験と幅広い見識を有しており、財務及び会計に
関する相当程度の知見を有しております。

４．取締役（監査等委員）岩井理映子氏は、金融関連システム開発やグローバ
ル分野等の経験と幅広い見識を有しており、財務及び会計に関する相当程
度の知見を有しております。

５．当社は、監査等委員の監査・監督機能を強化し、取締役（監査等委員を除
く）からの情報収集及び重要な社内会議への出席による情報共有並びに内
部監査室と監査等委員との十分な連携を可能にするため、取締役（監査等
委員）岡村朗氏を常勤の監査等委員として選定しております。
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６．当社は、社外取締役（監査等委員）寺田敏子氏及び岩井理映子氏を株式会
社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け
出ております。

７．当事業年度中の取締役の異動は次のとおりであります。
① 2022年10月28日開催の第39期定時株主総会終結の時をもって、任期満了

により、小川幸伸氏は社外取締役（監査等委員）を退任いたしました。
なお、同氏は公認会計士資格を保有し、監査法人における長年の監査業
務の経験と幅広い見識を有しており、財務及び会計に関する相当程度の
知見を有しております。

② 2022年10月28日開催の第39期定時株主総会において、岩井理映子氏は取
締役（監査等委員）に新たに選任され、就任いたしました。

② 責任限定契約の内容の概要

当社と各監査等委員は、会社法第427条第１項及び当社定款の規定に基づき、

会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該

契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任

限度額としております。

③ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、当社の全ての取締役及び子会社の設立国の法律により、これらの者

と同様の地位にある者を被保険者として、会社法第430条の３第１項に規定する

役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者がその職

務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることに

よって生ずることのある損害（ただし、保険契約上で定められた免責事由に該

当するものを除く）を当該保険により塡補することとしております。なお、当

該保険契約の保険料は全額を当社が負担しております。
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④ 取締役の報酬等

ア．当事業年度に係る報酬等の総額

役員区分
報酬等の
総額

（百万円）

報酬等の種類別の総額
（百万円）

対象と
なる
役員の
員数
（人）

基本報酬
業績連動報酬等
（賞与）

非金銭報酬等
（譲渡制限付株式報酬）

取締役（監査等委員を除く）
（うち社外取締役）

91
(-)

77
(-)

7
(-)

6
(-)

5
(-)

取締役（監査等委員）
（うち社外取締役）

17
(7)

17
(7)

-
(-)

-
(-)

4
(3)

合 計
（うち社外役員）

108
(7)

94
(7)

7
(-)

6
(-)

9
(3)

（注）１．取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれてお
りません。

２．上記には2022年10月28日開催の第39期定時株主総会終結の時をもって退任
した取締役（監査等委員）１名（うち社外取締役１名）を含んでおります。

３．取締役（監査等委員を除く）の報酬限度額は、2016年10月27日開催の第33
期定時株主総会において、年額250百万円以内（使用人兼務取締役の使用人
分給与は含まない）と決議いただいております。当該定時株主総会終結時
点の取締役（監査等委員を除く）の員数は６名です。また、上記報酬枠と
は別枠で、2022年10月28日開催の第39期定時株主総会にて、譲渡制限付株
式報酬額として、取締役（監査等委員及び社外取締役を除く）に対し、年
額50百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の
対象取締役の員数は５名です。

４．取締役（監査等委員）の報酬限度額は、2016年10月27日開催の第33期定時
株主総会において、年額60百万円以内と決議いただいております。当該定
時株主総会終結時点の取締役（監査等委員）の員数は３名です。

５．業績連動報酬等は、第40期定時株主総会で決議予定の当事業年度の取締役
（非常勤取締役及び監査等委員を除く）４名に対する役員賞与７百万円であ
ります。報酬額の算定の基礎として選択した業績指標は、単年度の業績向
上の動機付けを図る観点から、売上高及び経常利益であり、その実績は１．
（２）財産及び損益の状況に記載のとおりであります。

６．非金銭報酬等の総額は、取締役（監査等委員及び非常勤取締役を除く）４
名に対する譲渡制限付株式報酬６百万円であります。
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イ．役員報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は、2022年10月28日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬

等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際して

は、事前に決議する内容について指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けて

おります。また、取締役会は、当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等

の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に

沿うものであると判断しております。

取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。

ⅰ）基本報酬に関する方針

固定報酬である基本報酬については、監査等委員を除く取締役と監査等

委員である取締役に区分して株主総会で承認された報酬総額の限度内にて、

会社業績、個人業績、世間水準及び対従業員給与とのバランス等を考慮し

て、監査等委員を除く取締役については取締役会にてその配分決定を代表

取締役社長に一任する旨を決定し、監査等委員である取締役については監

査等委員である取締役の協議によって定める。委任を受けた代表取締役社

長は、指名・報酬委員会の諮問・答申に基づき配分を決定する。

個人別の報酬額は、取締役の役位別基本報酬テーブルを基準とし、各取

締役の業務分掌の内容及び経営関与度等を総合的に勘案のうえ、基本月額

報酬を算定する。

ⅱ）業績連動報酬等に関する方針

業績連動報酬として、対象期における業績評価に基づいて支給する役員

賞与制度を採用し、当該役員賞与は対象期の定時株主総会決議により決定

し、同日開催の取締役会にてその配分決定を代表取締役社長に一任する旨

を決定し、委任を受けた代表取締役社長は、配分について指名・報酬委員

会に諮問し、指名・報酬委員会の答申に基づき決定する。

変動報酬については、業績の評価（売上高及び経常利益の達成度）に基

づく支給係数を基準とし、各取締役の業績貢献度等を勘案のうえ、賞与支

給額を算定する。
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ⅲ）非金銭報酬等に関する方針

非金銭報酬として、中長期の企業価値向上と株主との価値共有を目的と

した譲渡制限付株式報酬制度を採用し、株主総会で承認された非金銭報酬

の限度内にて、原則として毎年、取締役会にてその割当株式数を決定する。

個人別割当株数に関しては代表取締役社長に一任する旨を決定し、委任を

受けた代表取締役社長は、配分について指名・報酬委員会の諮問・答申に

基づき決定する。

譲渡制限付株式報酬については、取締役の基本報酬テーブルを基準とし、

業績状況や各取締役の職責及び業績貢献度等を勘案のうえ、算定する。

ⅳ）報酬等の割合に関する方針

報酬の種類別の報酬割合については、業績連動賞与の支給額により変動

するものの、目安としてＫＰＩを100％達成の場合、基本報酬：変動報酬の

割合は75％：25％とする。但し、社外取締役、監査等委員である取締役に

ついては、基本報酬100％とする。

ⅴ）報酬等の付与時期や条件に関する方針

基本報酬：固定報酬は、在任中毎月定期的に支給する。

業績連動報酬等：賞与は、支給に関する決議後に速やかに支給する。

非金銭報酬等：毎年一定の時期に譲渡制限付株式として支給する。

ウ．取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項

取締役会は、代表取締役社長西上節也に対し、各取締役の基本報酬額、譲

渡制限付株式報酬の個人別割当株数及び役員賞与額の決定を委任しておりま

す。委任した理由は、当社グループの業績及び経営状況を熟知し、総合的に

各取締役の評価を行えると判断したためであります。なお、委任された内容

の決定にあたっては、事前に指名・報酬委員会がその妥当性等について確認

しております。
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⑤ 社外役員に関する事項

ア．他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

取締役（監査等委員）寺田敏子氏は、つかさ綜合法律事務所の所長、ミカ

タ少額短期保険株式会社の社外監査役であります。当社と各兼職先との間に

は特別の関係はありません。

取締役（監査等委員）岩井理映子氏は、日本アイ・ビー・エム株式会社Ｉ

ＢＭコンサルティング事業本部パートナーであります。当社と兼職先との間

には特別の関係はありません。

イ．会社又は会社の特定関係事業者の業務執行者との親族関係

該当事項はありません。

ウ．当事業年度における主な活動状況

取 締 役
(監査等委員)

出 席 状 況 及 び 発 言 状 況 並 び に
期 待 さ れ る 役 割 に 関 し て 行 っ た 職 務 の 概 要

寺田 敏子

当事業年度に開催された取締役会18回の全てに、また、監査等委
員会14回の全てに出席しております。

弁護士としての専門的知見から、取締役会の意思決定の妥当性・
適正性を確保するための助言・提言を行っており、議論の活性化や
コンプライアンスの品質向上に貢献いたしました。また、指名・報
酬委員会の委員として、当事業年度に開催された委員会２回の全て
に出席し、客観的・中立的立場で当社の指名・報酬に関する監督機
能を主導しております。

岩井 理映子

2022年10月28日就任以降当事業年度に開催された取締役会13回の
全てに、また、監査等委員会10回の全てに出席しております。
情報システム関連の専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当

性・適正性を確保するための助言・提言を行っており、議論の活性
化や情報システム・セキュリティ等のリスク管理の品質向上に貢献
いたしました。また、指名・報酬委員会の委員として、当事業年度
に開催された委員会２回の全てに出席し、客観的・中立的立場で当
社の指名・報酬に関する監督機能を主導しております。

⑥ その他会社役員に関する重要な事項

該当事項はありません。
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(4) 会計監査人の状況

① 名称 有限責任監査法人トーマツ

② 報酬等の額

報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 26百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭そ
の他の財産上の利益の合計額

26百万円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融

商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質

的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額に

はこれらの合計額を記載しております。

２．監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況

及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証

を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしま

した。

③ 非監査業務の内容

該当事項はありません。

④ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要が

あると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関

する議案の内容を決定いたします。

また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認め

られる場合は、監査等委員会は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を

解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最

初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由

を報告いたします。

⑤ 責任限定契約の内容の概要

該当事項はありません。

⑥ 補償契約の内容等の概要等

該当事項はありません。
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(5) 株式会社の支配に関する基本方針

該当事項はありません。

(6) 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社グループは、株主への利益還元を経営の重要な課題と位置付けており、企

業体質の強化及び今後の事業拡大のための内部留保の充実を勘案しつつ、配当性

向30％を目途に、毎期安定した配当を継続することを基本方針としております。

当期の期末配当金につきましては、上記の基本方針に基づき、当期業績を踏ま

えて、１株当たり26円の配当を行う予定であります。すでに実施済みの中間配当

金１株当たり26円とあわせまして、年間配当金は１株当たり52円となります。

なお、内部留保金につきましては、卸・小売事業における独自商品の研究・開

発及び海外市場の販路開拓、プロパティ事業における収益不動産の取得、グルー

プシナジーを生み出す戦略的Ｍ＆Ａの実施等、長期的な成長を支える事業拡大や

企業価値向上のための投資資金として、適切に活用してまいります。

また、翌期の配当につきましては、翌期の連結業績見通し及び上記基本方針を

勘案し、中間配当金１株当たり26円、期末配当金１株当たり26円とし、年間配当

金１株当たり52円を予定しております。
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(7) 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その

他株式会社の業務並びに株式会社及び子会社から成る企業集団の業務の適正を確

保するための体制についての決定内容及び運用状況の概要は以下のとおりであり

ます。

① 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締

役及び使用人の監査等委員以外の取締役からの独立性並びに当該取締役及び

使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

ア．監査等委員会の職務は、内部監査室が補助する。

イ．内部監査室は、監査等委員会の指揮のもと監査等委員会の監査業務を補助

する。

ウ．内部監査室に所属する主要な使用人の人事異動や人事評価に関しては、監

査等委員会の事前の同意を得る。

エ．当社は、監査等委員会の職務を補助すべき取締役を置かない。

② 取締役及び使用人等が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等

委員会への報告に関する体制

ア．取締役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、監査等委員会の

求めに応じて、随時その職務の執行状況その他に関する報告を行う。また、

当社は、子会社の取締役、監査役、使用人及びこれらの者から報告を受けた

者が、監査等委員会の求めに応じて、随時その職務の執行状況その他に関す

る報告を行うよう指導する。

イ．取締役及び使用人は、取締役会その他重要な会議への監査等委員の出席を

通じて職務の執行状況を報告するほか、内部監査室は監査結果を監査等委員

会へ報告する。

ウ．当社グループの取締役及び使用人は、法令・定款等に違反する恐れのある

事実、当社グループに著しい損害を与える恐れのある事実を発見したときは、

直ちに監査等委員会に報告する。

エ．重要な決裁事項は、監査等委員会の閲覧に供する。

③ 監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱

いを受けないことを確保する体制

当社は、内部通報制度に基づく通報又はその他に関し監査等委員会に報告し

たことを理由として、報告した者に不利な取扱いを行わない。
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④ 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の

当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

ア．当社は、監査等委員の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、

毎期、予算を計上する。

イ．監査等委員が職務の執行のために、費用の前払等の請求をしたときは、担

当部門において審議のうえ、職務の執行に必要でないと認められた場合を除

き、速やかに当該費用又は債務を処理する。

⑤ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

ア．監査等委員は、取締役会その他重要な会議に出席する。

イ．取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び内部監査室等は、監査等委

員会の求めに応じ、それぞれ定期的及び随時に監査等委員と意見交換を実施

する。

ウ．監査等委員は、毎月１回定期的に監査等委員会を開催するほか、必要に応

じて臨時に開催し、監査実施状況について情報交換及び協議を行うとともに、

会計監査人から定期的に会計監査に関する報告を受け、意見交換を行う。

⑥ 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

ア．当社は、「企業倫理憲章」及び「行動規範」を制定し、これらの徹底と実践

的運用を行うために必要な教育・研修を実施し、法令遵守及び企業倫理の徹

底に取り組む。

イ．当社は、「内部通報規程」を制定し、法令、企業倫理、定款及び諸規程等に

違反する行為を未然防止するとともに、早期に是正する体制を整備する。

ウ．当社は、役職員の職務執行の適切性を確保するため、内部監査室を設置し、

「内部監査規程」に基づき、内部監査を実施する。また、内部監査室は監査等

委員会の監査業務を補助するほか、必要に応じて監査法人と情報交換し、効

率的な内部監査を実施する。
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⑦ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

ア．取締役会議事録、経営会議議事録、その他重要な書類等の取締役の職務の

執行に係る情報の取扱いは当社における「文書管理規程」に従い、所管部門

が保存・管理する。

イ．所管部門は、取締役から文書閲覧を求められた際には、速やかに対応する。

⑧ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

ア．当社は、「リスク管理規程」を制定し、経営活動に潜在するリスクを特定

し、平常時からリスクの低減及び危機の未然防止に努める。

イ．当社は、大規模な災害、不祥事等が発生した場合、必要な人員で構成する

緊急事態対策本部を設置する等、危機対応のためのマニュアル及び体制を整

備する。

⑨ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

ア．当社は、取締役会を定例で毎月１回開催するほか、必要に応じて臨時開催

し、経営に関する重要事項について審議・決定を行うとともに、経営効率の

向上及び意思決定のスピードアップを図るため、取締役及び課長職以上の管

理職により構成されるカンパニー経営会議を原則として毎月１回開催し、職

務執行に関する重要事項について協議を行う。

イ．当社は、決裁項目ごとの決裁方法、決裁機関、決裁者を定めた「職務権限

規程」を制定するとともに、各組織の業務分掌を定めた「業務分掌規程」を

制定し、業務執行を明確にする。

ウ．取締役会は、単年度及び３ヶ年の経営計画を定め、達成すべき目標を明確

にして、定期的に進捗を確認し、必要な対策や見直しを行う。

⑩ 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

ア．当社は、「企業倫理憲章」「行動規範」「コンプライアンス規程」を制定し使

用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制を整

備する。

イ．当社は、全従業員を対象に定期的にコンプライアンス教育を実施し、コン

プライアンスを重視する企業風土の醸成に努める。
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⑪ 企業集団における業務の適正を確保するための体制

ア．子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

「子会社管理規程」に基づき、当社担当部門は、子会社から速やかに又は定

期的に取締役の職務の執行に係る報告を受け、これを取締役会へ報告する。

イ．子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、「子会社管理規程」を準用し、子会社の損失の危険を把握するとと

もに、損失の危険が発生した場合は、子会社と連携し適切に対処する。

ウ．子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための

体制

ａ．当社グループの経営の健全性及び業務の適正性の確保のため、子会社の

事業運営に係る重要な事項について予め当社担当部門が審査し、必要に応

じ当社の取締役会へ付議する。

ｂ．当社は、必要に応じ、子会社へ取締役及び監査役を派遣し、子会社の取

締役等の職務の執行が効率的に行われるための支援を行う。

エ．子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合すること

を確保するための体制

ａ．当社の経営理念である「よろこんでもらえる喜び」を共通の理念とし、

子会社の取締役、従業員等一人ひとりが、「企業倫理憲章」「行動規範」の

遵守に努め、企業市民としての自覚をもとに、事業活動を展開するよう、

指導、支援を行う。

ｂ．当社の内部監査室は、必要に応じ子会社の内部監査を実施する。

⑫ 財務報告の信頼性を確保するための体制

当社は、財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に基づき、財務

報告に係る内部統制の整備並びにその運用を推進する。

⑬ 反社会的勢力への対応

ア．当社は、「反社会的勢力対策規程」を制定し、不当要求防止責任者を設置

し、反社会的勢力等との関係を遮断し、一切の利益供与を行わない。

イ．当社は、「静岡県企業防衛対策協議会」に加盟し、指導を受けるとともに情

報の収集を行い、反社会的勢力から不当な要求を受けた場合等は直ちに所轄

警察署と連携し、これに対応する。
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⑭ 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当社は、上記に掲げた内部統制システムの基本方針に基づき、以下の具体的

な取り組みを行っております。

ア．当社取締役会は、当社の各部門及び子会社担当部門から毎月、各部門及び

各子会社における職務の執行状況の報告を受け、各取締役との情報共有並び

に当社グループ全体の経営管理を行っております。

イ．当社監査等委員会は四半期に１度、代表取締役とのミーティングを開催し、

経営課題等の情報の共有及び意見交換を行っております。

ウ．当社常勤監査等委員は、子会社４社の監査役を兼任し、各子会社の全ての

取締役会に出席しているほか、毎月開催される当社の経営会議に出席してお

ります。また、当社及び子会社の監査を実施し、業務の適正性の確認を行う

とともに、四半期に１度、内部監査室長、会計監査人と三様監査人ミーティ

ングを行い、これらの結果について、監査等委員会を毎月開催し、情報の共

有を行っております。

エ．当社は、取締役等及び使用人に対し、毎年、企業倫理憲章、行動規範、個

人情報の取扱い等、役職員として遵守すべき規範について社内研修を実施し

ております。

オ．当社は、リスク管理委員会を毎月開催し、リスクに係る情報の共有を行っ

ております。また、子会社については子会社管理規程に基づき、子会社担当

部門において各子会社のリスク管理状況について情報収集を行い、必要の都

度、当社取締役会に報告することとしております。

カ．財務報告に係る内部統制については、年間の基本計画に基づき、内部統制

評価を実施しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2023年７月31日現在）

（単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） （負 債 の 部）

流 動 資 産 4,716 流 動 負 債 1,323

現 金 及 び 預 金 2,624 買 掛 金 484

受 取 手 形 35 １年内返済予定の長期借入金 105

売 掛 金 1,062 未 払 金 285

有 価 証 券 53 未 払 法 人 税 等 173

商 品 及 び 製 品 677 契 約 負 債 30

仕 掛 品 49 賞 与 引 当 金 52

原材料及び貯蔵品 65 役員賞与引当金 14

そ の 他 158 そ の 他 176

貸 倒 引 当 金 △10 固 定 負 債 1,076

固 定 資 産 3,851 長 期 借 入 金 558

有 形 固 定 資 産 3,238 退職給付に係る負債 82

建物及び構築物 686 資 産 除 去 債 務 72

機械装置及び運搬具 84 そ の 他 362

土 地 2,429 負 債 合 計 2,399

そ の 他 38 （純 資 産 の 部）

無 形 固 定 資 産 248 株 主 資 本 6,143

の れ ん 174 資 本 金 361

そ の 他 74 資 本 剰 余 金 331

投資その他の資産 364 利 益 剰 余 金 5,451

投 資 有 価 証 券 129 自 己 株 式 △0

繰 延 税 金 資 産 45 その他の包括利益累計額 25

そ の 他 190 その他有価証券評価差額金 25

貸 倒 引 当 金 △1 純 資 産 合 計 6,168

資 産 合 計 8,567 負 債 純 資 産 合 計 8,567

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

(2022年８月１日から
2023年７月31日まで)

（単位：百万円）

科 目 金 額

売 上 高 13,457

売 上 原 価 8,788

売 上 総 利 益 4,668

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,846

営 業 利 益 822

営 業 外 収 益

受 取 利 息 2

受 取 配 当 金 0

為 替 差 益 15

そ の 他 7 25

営 業 外 費 用

支 払 利 息 2

リ ー ス 解 約 損 1

そ の 他 0 4

経 常 利 益 844

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 0

投 資 有 価 証 券 売 却 益 3

補 助 金 収 入 19

保 険 解 約 返 戻 金 81 104

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 1 1

税金等調整前当期純利益 947

法人税、住民税及び事業税 320

法 人 税 等 調 整 額 26 347

当 期 純 利 益 599

親会社株主に帰属する当期純利益 599

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

(2022年８月１日から
2023年７月31日まで)

（単位：百万円）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式
株主資本
合計

当期首残高 356 326 5,083 △0 5,766

当期変動額

新株の発行 4 4 9

剰余金の配当 △221 △221

親会社株主に帰属する
当期純利益

599 599

自己株式の取得 △0 △0

連結範囲の変更 △10 △10

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 4 4 367 △0 376

当期末残高 361 331 5,451 △0 6,143

その他の包括利益累計額

純資産合計その他有価証券
評価差額金

為替換算調整勘定
その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 19 5 24 5,791

当期変動額

新株の発行 9

剰余金の配当 △221

親会社株主に帰属する
当期純利益

599

自己株式の取得 △0

連結範囲の変更 △10

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

5 △5 0 0

当期変動額合計 5 △5 0 377

当期末残高 25 － 25 6,168

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

(1) 連結の範囲に関する事項

すべての子会社を連結の対象としており、その内容は次のとおりであります。

① 連結子会社の数 ４社

② 連結子会社の名称 株式会社アペックス

株式会社ダイカイ

株式会社Ｌｉｆｅｉｔ

株式会社オフィスサプライズ

なお、当連結会計年度において、株式会社オフ

ィスサプライズの全株式を取得したことに伴い、

連結の範囲に含めております。

また、前連結会計年度において、連結子会社で

ありました特莱芙（上海）貿易有限公司は清算

したため、連結の範囲から除いております。

(2) 持分法の適用に関する事項 該当事項はありません。

(3) 連結子会社の事業年度等に

関する事項

すべての連結子会社の決算日は、連結会計年度

の末日と一致しております。

(4) 会計方針に関する事項

① 重要な資産の評価基準及び評価方法

ア．その他有価証券

・市場価格のない株式等

以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算定）

・市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

イ．棚卸資産

・商品、製品、原材料、

仕掛品

主に先入先出法による原価法（貸借対照表価額

は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法によ

り算定）

・貯蔵品 主に個別法による原価法及び最終仕入原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法により算定）
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② 重要な減価償却資産の減価償却の方法

ア．有形固定資産 定率法

ただし1998年４月１日以降に取得の建物（建物

附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に

取得した建物附属設備及び構築物は定額法。な

お、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物 12～38年

機械装置及び運搬具 12年

イ．無形固定資産 定額法

なお、ソフトウエア（自社利用分）については、

社内における利用可能期間（５年）に基づく定

額法

③ 重要な引当金の計上基準

ア．貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権

については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については、個別に回収可能性を検

討し、回収不能見込額を計上しております。

イ．賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支払いに備える

ため、支給見込額のうち当連結会計年度の負担

額を計上しております。

ウ．役員賞与引当金 役員に対して支給する賞与の支払いに備えるた

め、当連結会計年度に係る支給見込額を計上し

ております。

④ 収益及び費用の計上基準

ア．小売事業 小売事業においては、主にカタログやインター

ネットを通じて健康茶、健康食品、化粧品、ベ

ビー用品、キッズ家具の商品又は製品の販売を

行っております。これらの販売取引では、通常、

出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移

転される時までの時間が通常の期間であること

から、出荷時に収益を認識しております。
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イ．卸売事業 卸売事業においては、主に食品、生活雑貨等の

商品を通信販売会社や小売店に販売しておりま

す。この販売取引では、通常、出荷時から当該

商品の支配が顧客に移転される時までの時間が

通常の期間であることから、出荷時に収益を認

識しております。

ウ．プロパティ事業 プロパティ事業においては、主に自社不動産等

を活用し、不動産賃貸及び出荷業務の受託を行

っております。不動産賃貸につきましては、「リ

ース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13

号）に従い、賃借人である顧客との間に締結し

た賃貸借契約に基づき、賃貸借期間にわたって

賃料を収受し収益として認識しております。出

荷業務の受託につきましては、顧客との間に締

結した業務委託契約に基づき、受注した作業が

完了した時点で収益を認識しております。

⑤ その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

ア．のれんの償却方法及び

償却期間

主なのれんの償却については、７年間の定額法

により償却を行っております。

イ．重要な外貨建ての資産

又は負債の本邦通貨への

換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替

相場により円貨に換算し、換算差額は損益とし

て処理しております。なお、在外子会社等の資

産及び負債は、連結決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場

により円貨に換算し、換算差額は純資産の部に

おける為替換算調整勘定に含めて計上しており

ます。

ウ．退職給付に係る会計処

理の方法

退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、

退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給

付債務とする方法を用いた簡便法を適用してお

ります。
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２．会計方針の変更に関する注記

（時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号

2021年６月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当連結会計年度

の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-２項に定める経過的な取扱い

に従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって

適用することといたしました。なお、これによる連結計算書類に与える影響はあ

りません。

３．連結貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 789百万円

(2) 偶発債務

当社は、2021年３月23日に不当景品類及び不当表示防止法第７条第１項の規定

に基づく消費者庁の措置命令を受けております。これに伴い、今後、課徴金納付

命令を受ける場合があります。

４．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数

普通株式 4,257,200株

(2) 剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額等

決 議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基 準 日 効 力 発 生 日

2022 年 10 月 28 日
定 時 株 主 総 会

普 通 株 式 110 26 2022年７月31日 2022年10月31日

2023 年 ３ 月 ３ 日
取 締 役 会

普 通 株 式 110 26 2023年１月31日 2023年４月４日

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会

計年度になるもの

決 議 予 定 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基 準 日 効 力 発 生 日

2023年10月27日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 110 26 2023年７月31日 2023年10月30日
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５．金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針

設備投資資金及び短期的な運転資金について、当社は、自己資金や銀行から

の借入により確保しており、連結子会社は、主に当社からの借入により確保し

ております。一時的な余剰資金については、安全性の高い金融資産で運用して

おり、デリバティブについては、利用しない方針であります。

② 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されておりま

す。有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券である証券投資信託受

益証券、上場株式及び債券であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

営業債務である買掛金、未払金、未払法人税等は１年以内の支払期日であり

ます。

借入金は、設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。

③ 金融商品に係るリスク管理体制

ア．信用リスク（顧客の契約不履行等に係るリスク）の管理

営業債権である受取手形及び売掛金は、販売管理規程に従い、与信管理基

準を策定するとともに、顧客ごとの期日管理及び残高管理を行い、また、問

題債権については個別対応を行うなど売掛金管理に関する体制を整備し運営

しております。

その他有価証券である債券は、格付の高い債券のみを対象としているため、

信用リスクは僅少であります。

イ．市場リスクの管理

投資有価証券については、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し、

財務状況や市況等を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

ウ．資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリス

ク）の管理

各部署からの報告に基づき担当部門が適時に資金繰計画を作成・更新する

とともに、手許流動性の維持等により流動性リスクを管理しております。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合に

は合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変

動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該

価額が変動することもあります。
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(2) 金融商品の時価等に関する事項

2023年７月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額につい

ては、次のとおりであります。

現金及び預金は現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳

簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。また、受取手

形、売掛金、買掛金、未払金、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳

簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

（単位：百万円）

連結貸借対照表
計上額（＊）

時価（＊） 差額

(1) 有価証券 53 53 －

(2) 投資有価証券 129 129 －

(3) １年内返済予定の長期借入金 (105) (106) 0

(4) 長期借入金 (558) (557) △1

（＊）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。

(3) 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応

じて、以下の３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場

において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負

債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１の

インプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定

した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定し

た時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、そ

れらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位

が最も低いレベルに時価を分類しております。
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① 時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

（単位：百万円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

有価証券

その他有価証券

社債 － 53 － 53

投資有価証券

その他有価証券

株式 1 － － 1

社債 － 55 － 55

投資信託 － 73 － 73

② 時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

（単位：百万円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

１年内返済予定の長期借入金 － 106 － 106

長期借入金 － 557 － 557

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

有価証券及び投資有価証券

上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引さ

れているため、その時価をレベル１の時価に分類しております。一方で、当社が保

有している社債は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認

められないため、その時価をレベル２の時価に分類しております。また、市場にお

ける取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買戻請求に関して市場参

加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額を時

価とし、レベル２の時価に分類しております。

１年内返済予定の長期借入金及び長期借入金

１年内返済予定の長期借入金及び長期借入金の時価は、元利金の合計額と、当該

債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値法により算定

しており、レベル２の時価に分類しております。
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６．賃貸等不動産に関する注記

(1) 賃貸等不動産の状況に関する事項

当社では、静岡県において、賃貸用の物流倉庫（土地を含む。）を有しておりま

す。

(2) 賃貸等不動産の時価に関する事項

（単位：百万円）

連結貸借対照表計上額 時価

2,500 3,065

（注）１．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額で

あります。

２．当連結会計年度末の時価は、路線価等による評価額に基づき、自社で算定

した金額であります。

７．収益認識に関する注記

(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：百万円）

報告セグメント
合計

卸売事業 小売事業 プロパティ事業

顧客との契約
から生じる収益

7,480 5,076 173 12,731

その他の収益 － － 726 726

外部顧客への
売上高

7,480 5,076 899 13,457

(2) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

「会計方針に関する事項」の「収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであり

ます。
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(3) 当連結会計年度及び翌連結会計年度の収益の金額を理解するための情報

① 顧客との契約から生じた債権及び契約負債の残高等

（単位：百万円）

当連結会計年度

期首残高
（百万円）

期末残高
（百万円）

顧客との契約から生じた債権 1,159 1,098

受取手形 10 35

売掛金 1,149 1,062

契約負債 31 30

契約負債は顧客からの前受金であり、収益の認識に伴い取り崩されます。当連結

会計年度に認識された収益のうち、期首現在の契約負債の残高が含まれている金

額に重要性はありません。

② 残存履行義務に配分した取引価格

当社グループの残存履行義務に配分した取引価格については、当初に予想さ

れる契約期間が１年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、

記載を省略しております。

また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要

な金額はありません。

８．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たりの純資産額 1,449円07銭

(2) １株当たりの当期純利益 140円89銭

９．その他の注記

該当事項はありません。
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貸 借 対 照 表
（2023年７月31日現在）

（単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） （負 債 の 部）
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

有 価 証 券

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原材料及び貯蔵品

前 払 費 用

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

車 両 運 搬 具

工具、器具及び備品

土 地

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

1,843

1,104

290

53

192

49

64

65

25

△1

4,805

3,212

661

5

82

0

32

2,429

48

42

5

1,544

55

1,297

22

170

△0

流 動 負 債 691

買 掛 金 59

１年内返済予定の長期借入金 119

未 払 金 203

未 払 費 用 52

未 払 法 人 税 等 94

契 約 負 債 29

預 り 金 20

前 受 収 益 44

賞 与 引 当 金 34

役員賞与引当金 11

そ の 他 20

固 定 負 債 1,200

長 期 借 入 金 684

退職給付引当金 82

資 産 除 去 債 務 72

そ の 他 361

負 債 合 計 1,891

（純 資 産 の 部）

株 主 資 本 4,758

資 本 金 361

資 本 剰 余 金 331

資 本 準 備 金 331

利 益 剰 余 金 4,066

利 益 準 備 金 1

その他利益剰余金 4,064

固定資産圧縮積立金 66

別 途 積 立 金 2,711

繰越利益剰余金 1,287

自 己 株 式 △0

評価・換算差額等 △0

その他有価証券評価差額金 △0

純 資 産 合 計 4,757

資 産 合 計 6,649 負 債 純 資 産 合 計 6,649

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書

(2022年８月１日から
2023年７月31日まで)

（単位：百万円）

科 目 金 額

売 上 高 4,298

売 上 原 価 1,637

売 上 総 利 益 2,660

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,460

営 業 利 益 200

営 業 外 収 益

受取利息及び受取配当金 164

経 営 指 導 料 15

そ の 他 15 195

営 業 外 費 用

支 払 利 息 1

そ の 他 0 2

経 常 利 益 394

特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 3

補 助 金 収 入 19

保 険 解 約 返 戻 金 81 103

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 1

関 係 会 社 清 算 損 29 31

税 引 前 当 期 純 利 益 466

法人税、住民税及び事業税 117

法 人 税 等 調 整 額 △4 113

当 期 純 利 益 353

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

(2022年８月１日から
2023年７月31日まで)

（単位：百万円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計固定資産
圧縮積立金

別途積立金
繰越利益
剰余金

当期首残高 356 326 1 66 2,711 1,155 3,934

当期変動額

新株の発行 4 4

剰余金の配当 △221 △221

当期純利益 353 353

自己株式の取得

株主資本以外
の項目の当期
変動額 (純額)

当期変動額合計 4 4 － － － 132 132

当期末残高 361 331 1 66 2,711 1,287 4,066

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券
評価差額金

当期首残高 △0 4,617 △0 4,617

当期変動額

新株の発行 9 9

剰余金の配当 △221 △221

当期純利益 353 353

自己株式の取得 △0 △0 △0

株主資本以外
の項目の当期
変動額 (純額)

△0 △0

当期変動額合計 △0 141 △0 140

当期末残高 △0 4,758 △0 4,757

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法

ア．子会社株式 移動平均法による原価法

イ．その他有価証券

・市場価格のない株式等

以外のもの

時価法（評価差額は、全部純資産直入法により

処理し、売却原価は、移動平均法により算定）

・市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法

ア．商品、製品、原材料、

仕掛品

先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収

益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算

定）

イ．貯蔵品 個別法による原価法及び最終仕入原価法（貸借

対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法により算定）

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産 定率法

ただし1998年４月１日以降に取得の建物（建物

附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に

取得した建物附属設備及び構築物は定額法。な

お、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 12～38年

機械装置及び運搬具 12年

② 無形固定資産 定額法

なお、ソフトウエア（自社利用分）については、

社内における利用可能期間（５年）に基づく定

額法
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(3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権

については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については、個別に回収可能性を検

討し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支払いに備える

ため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を

計上しております。

③ 役員賞与引当金 役員に対して支給する賞与の支払いに備えるた

め、当事業年度に係る支給見込額を計上してお

ります。

④ 退職給付引当金 退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退

職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付

債務とする方法を用いた簡便法を適用しており

ます。

(4) 収益及び費用の計上基準

① 小売事業 小売事業においては、主にカタログやインター

ネットを通じて健康茶、健康食品、化粧品の商

品又は製品の販売を行っております。これらの

販売取引では、通常、出荷時から当該商品又は

製品の支配が顧客に移転される時までの時間が

通常の期間であることから、出荷時に収益を認

識しております。

② プロパティ事業 プロパティ事業においては、主に自社不動産等

を活用し、不動産賃貸及び出荷業務の受託を行

っております。不動産賃貸につきましては、「リ

ース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13

号）に従い、賃借人である顧客との間に締結し

た賃貸借契約に基づき、賃貸借期間にわたって

賃料を収受し収益として認識しております。出

荷業務の受託につきましては、顧客との間に締

結した業務委託契約に基づき、受注した作業が

完了した時点で収益を認識しております。

(5) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

該当事項はありません。
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２．貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 724百万円

(2) 関係会社に対する金銭債権、債務

① 短期金銭債権 16百万円

② 短期金銭債務

③ 長期金銭債務

22

164

百万円

百万円

(3) 取締役に対する金銭債務の総額

金銭債務 183百万円

(4) 偶発債務

当社は、2021年３月23日に不当景品類及び不当表示防止法第７条第１項の規定

に基づく消費者庁の措置命令を受けております。これに伴い、今後、課徴金納付

命令を受ける場合があります。

３．損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

① 営業取引による取引高 299百万円

② 営業取引以外の取引による取引高 210百万円

４．株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度の末日における自己株式の種類及び数

普通株式 180株

５．税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生の主な原因は、長期未払金、退職給付引当金及び資産除去債

務であり、繰延税金負債の発生の主な原因は、固定資産圧縮積立金及び資産除去債

務に対応する除去費用であります。

６．収益認識に関する注記

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

「収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

７．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たりの純資産額 1,117円59銭

(2) １株当たりの当期純利益 83円07銭

８．連結配当規制適用会社に関する注記

当社は、連結配当規制適用会社であります。
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2023年9月8日

テ ィ ー ラ イ フ 株 式 会 社

取 締 役 会 御中

有限責任監査法人 ト ー マ ツ
静 岡 事 務 所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 郷右近 隆 也

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 宮 澤 達 也

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、ティーライフ株式会社の2022年8月1日から

2023年7月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、
連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、ティーライフ株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係
る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記
載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会
社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容

を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの
整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当
監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程にお
いて、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相
違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤
りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計

算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。
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連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成する
ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
ることにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬

による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生す
る可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理
的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス

クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、
監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、
入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確
実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、
又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対
して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続で
きなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構
成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうか
を評価する。

・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分
かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施
に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別

した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその
他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵
守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除
去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載

すべき利害関係はない。
以 上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2023年9月8日

テ ィ ー ラ イ フ 株 式 会 社

取 締 役 会 御中

有限責任監査法人 ト ー マ ツ
静 岡 事 務 所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 郷右近 隆 也

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 宮 澤 達 也

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、ティーライフ株式会社の2022年8月1

日から2023年7月31日までの第40期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）につい
て監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正
に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載
されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容

を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの
整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監
査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程におい
て、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違が
あるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの
兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書

類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計
算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
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計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成すること
が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
ることにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬に

よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場
から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可
能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見
込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な
不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意
見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に
基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内
容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別

した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその
他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵
守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除
去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係

はない。
以 上
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監査等委員会の監査報告

監査報告書

当監査等委員会は、2022年８月１日から2023年７月31日までの第40期事業年度における取締役の

職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容

監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決

議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び

使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、

意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施いたしました。

① 監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従

い、インターネット等を経由した手段も活用しながら、会社の内部統制部門と連携の上、重要

な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に

応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産

の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎

通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証する

とともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め

ました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」

（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）

等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類

（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに

連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）

について検討いたしました。
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２. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているもの

と認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認め

られません。

③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部

統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事

項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2023年９月19日

ティーライフ株式会社 監査等委員会

常勤監査等委員 岡村 朗

監 査 等 委 員 寺田 敏子

監 査 等 委 員 岩井 理映子

（注）監査等委員寺田敏子及び岩井理映子は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する

社外取締役であります。

以 上
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案 剰余金の処分の件

当社は、株主様への利益還元を経営の重要な課題と位置付けており、企業体質の強

化及び今後の事業拡大のための内部留保の充実を勘案しつつ、安定した配当を継続し

ていくことを基本方針とし、次のとおり剰余金の処分をいたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき 金 26円

配当総額 110,682,520円

（中間配当金として１株につき26円をお支払いしておりますので、年間配当

金は１株につき52円となります。）

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2023年10月30日
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第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）５名全員

は、本総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、取締役会における経営体制の効率化を図るため、取締役１名を減員

し、取締役４名の選任をお願いするものであります。

なお、取締役候補者の選任にあたっては、指名・報酬委員会の答申を経ております。

取締役候補者は、次のとおりであり、３名が再任候補者、１名が新任候補者であり

ます。

候補者
番 号

ふりがな

氏 名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
（重要な兼職の状況）

所有する当
社の株式数

１
西 上 節 也
に し が み せ つ や

(1963 年 ３ 月 16 日 生 )

1986年４月 株式会社ガムガム入社

1996年８月 ANT HK Co.Ltd設立 代表取締役社長就任

2002年３月 シーコム株式会社入社 専務取締役就任

2008年９月 ジーエスエムジャパン株式会社入社 執行役員就任

2010年10月 同社代表取締役社長就任

2019年１月 当社入社 顧問

2019年４月 社長補佐

2019年８月 社長補佐経営企画本部長

2019年10月 取締役副社長就任 経営企画本部長

株式会社ダイカイ取締役就任

2020年８月 代表取締役社長就任 経営企画本部長

2020年10月 代表取締役社長就任 海外事業本部長

株式会社アペックス 代表取締役会長就任（現任）

株式会社ダイカイ 代表取締役会長就任（現任）

株式会社Ｌｉｆｅｉｔ 代表取締役会長就任（現任）

2021年６月 特莱芙（上海）貿易有限公司董事就任

2021年11月 代表取締役社長

2022年２月 特莱芙（上海）貿易有限公司監事就任

2022年11月 株式会社オフィスサプライズ代表取締役会長就任（現任）

2023年８月 代表取締役社長兼ライフサポートカンパニー長（現任）

SENN.INC設立代表取締役社長就任（現任）

9,724株

（取締役候補者とした理由等）西上節也氏は、国内外の起業や事業運営等を通じ、会社経営者として

の豊富な経験と知見を有しており、代表取締役社長として、その能力を発揮し、当社の経営を主導し

ております。その実力、能力、企業経営者としての豊富な経験とともに、人格、見識とも優れている

ことから、当社の経営理念を十分に理解し、取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと

判断し、引き続き取締役候補者といたしました。
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候補者
番 号

ふりがな

氏 名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
（重要な兼職の状況）

所有する当
社の株式数

２
児 島 正 雄
こ じ ま ま さ お

(1963 年 ７ 月 10 日 生 )

1986年４月 兼松江商株式会社（現 兼松株式会社）入社

1993年12月 同社米国会社ニューヨーク支店 繊維部門テキスタイル部部長

1998年12月 同社大阪支店 テキスタイル輸出部帰任

2000年４月 兼松香港有限公司 繊維部門テキスタイル部部長

2003年４月 P.T.Century Textile営業部部長

2005年６月 同社 取締役就任 営業本部長

2008年４月 兼松繊維株式会社 東京本社 テキスタイル貿易本部第３部部長

2011年６月 ジーエスエムジャパン株式会社 執行役員 オペレーションディレクター

2013年９月 同社 取締役就任 管理部本部長

2019年８月 当社入社 経営企画部長

2019年10月 株式会社アペックス 取締役就任

2020年10月 取締役就任 経営企画本部長兼経営企画部長

株式会社アペックス 取締役社長就任（現任）

2021年８月 取締役経営企画本部長

2021年11月

2023年８月

取締役経営企画部長

取締役グループ本部長（現任）

2,792株

（取締役候補者とした理由等）児島正雄氏は、長年の海外における営業経験に加え、会社役員として

経営に携わる等、豊富な経験と知見を有しております。当社の経営理念を十分に理解し、経営の重要

事項の決定及び業務執行の監督の役割を果たしており、引き続き取締役候補者といたしました。

３
※

齋 藤 正 和
さ い と う ま さ か ず

(1963 年 ４ 月 28 日 生 )

1984年４月 株式会社八百半デパート（現 株式会社マックスバリュ東海）入社

1989年２月 YaohanDepartmentStore（H.k）Ltd.出向 財務経理部エグゼクティブ・オフィサー

1991年８月 YaohanInternationalCo.,Ltd.出向 財務部ディュープティ・マネージャー

1993年10月 YaohanInternationalHoldingsLimited出向 財務部ディュープティ・マネージャー

1995年５月 同社経営統括室マネージャー

1997年12月 株式会社アイ・エム・エムジャパン出向

1998年６月 株式会社メガネスーパー入社

2006年７月 同社 取締役経理部長

2009年５月 同社 取締役執行役員財務経理部長

2010年１月 同社 代表取締役社長

2015年12月 オーマイグラス株式会社入社 管理本部長

2018年８月 不 二 運 輸 株 式 会 社 入 社 総 務 部 長

2019年７月 同社 取締役

株式会社不二通商取締役 株式会社テクネッツ取締役

株式会社ネオ・クリエイション監査役

2022年９月

2023年８月

当社入社 社長補佐

マネジメントサービスカンパニー長兼コーポレート本部長兼管理部長（現任）

100株

（取締役候補者とした理由等）齋藤正和氏は、国内外での財務会計に係る業務経験、役員及び経営者

を歴任し、豊富な経験と知見を有しております。当社の経営理念を十分に理解し、取締役としての職

務を適切に遂行していただけるものと判断し、新任取締役候補者といたしました。
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候補者
番 号

ふりがな

氏 名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
（重要な兼職の状況）

所有する当
社の株式数

４
植 田 伸 司
う え だ の ぶ じ

(1949 年 12 月 ４ 日 生 )

1972年４月 静岡小松フォークリフト株式会社入社

1977年４月 株式会社覚丸文佐藤商店入社

1983年８月 当社設立 代表取締役社長就任

1987年12月 株式会社植田茶園（1990年２月、株式会社ウエダに

商号変更）設立 同社代表取締役社長就任

1992年８月 株式会社ウエダ解散 同社代表取締役社長退任

2012年11月 株式会社アペックス代表取締役会長就任

2013年11月 コラムジャパン株式会社取締役会長就任

2014年８月 株式会社ダイカイ取締役会長就任

2018年８月 株式会社Ｌｉｆｅｉｔ代表取締役会長就任

2018年10月 株式会社ダイカイ代表取締役会長就任

2018年12月 特莱芙（上海）貿易有限公司監事就任

2020年８月

2022年10月

代表取締役会長就任

取締役就任（現任）

28,150株

（取締役候補者とした理由等）植田伸司氏は、当社の創設者であり、また、長年に亘り当社の代表取

締役社長として企業成長に導き、その後も取締役として、その豊富な経験と実績に基づくリーダーシ

ップと実行力によりグループ全体の成長を牽引し、代表取締役社長とともに企業価値の向上に貢献し

ております。企業経営者としての豊富な経験とともに人格、見識とも優れていることから、引き続き

取締役候補者といたしました。

（注）１．※印は、新任の取締役候補者であります。

２．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

３．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保

険会社との間で締結しており、当社取締役を含む被保険者がその職務の執

行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによ

って生ずることのある損害（ただし、保険契約上で定められた免責事由に

該当するものを除く。）を当該保険により塡補することとしております。各

候補者が選任された場合には、当該役員等賠償責任保険契約の被保険者と

なる予定です。なお、当該保険契約の保険料は全額を当社が負担しており

ます。また、次回の更新時においても同内容での更新を予定しております。
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【ご参考：株主総会後の取締役会のスキルマトリックス】

第２号議案が原案どおり承認可決された場合の取締役会のスキルマトリックスは以

下のとおりであります。

なお、スキルマトリックスは、各人の経験等を踏まえ、より専門性が発揮できる領

域を記載しており、有する全ての知見や経験を表すものではありません。

氏名/属性
企業経営
グローバル

事業戦略
財務・会計
Ｍ ＆ Ａ

法 務
リスク管理

組 織
人材開発

IT・デジタル

取

締

役

西 上 節 也 ○ ○ ○

児 島 正 雄 ○ ○ ○ ○

齋 藤 正 和 ○ ○ ○ ○

植 田 伸 司 ○ ○ ○

監取
査締
等役
委
員

岡 村 朗 ○ ○ ○

寺 田 敏 子 ○ ○ ○

岩井理映子 ○ ○ ○
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第３号議案 役員賞与支給の件

当事業年度末時点の監査等委員でない取締役（非常勤取締役及び監査等委員を除く。

以下、本議案において同じ。）４名に対し、当期の業績等を勘案して、役員賞与として

総額7,200千円を支給することといたしたいと存じます。

なお、各取締役に対する支給金額は、取締役会に一任願いたいと存じます。また、

当社の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は事業報告16頁から18頁に記載

のとおりであります。

本議案は、会社業績や各取締役の担当部門の実績等を総合的に勘案しつつ、指名・

報酬委員会の審議を経て取締役会で決定しており、相当であると判断しております。

また、監査等委員会における検討の結果、本議案について妥当である旨の意見を得

ております。

以 上
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掛川バイパス

大池ＩＣ 西郷ＩＣ

掛川警察署

至静岡
消防署掛川城掛川西高

国道１号線

至浜松

天竜浜名湖
鉄道

至名古屋

掛川駅 北口

ＪＲ掛川駅

南口

島田掛川
信金法務局

裁判所

掛川
グランドホテル

至名古屋

掛川ＩＣ

至東京

有料 至東京Ｐ

ＮＴＴ

有料Ｐ

無料Ｐ

東名高速道路

株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図

会 場：静岡県掛川市亀の甲１－３－１

掛川グランドホテル ３階「シャングリラスイート」

TEL 0537－23－3333

交 通【電 車】東海道新幹線 掛川駅南口より 徒歩約１分

【自動車】東名高速道路 掛川ＩＣより 車で約５分

（ご案内）

駐車場は、ホテル専用駐車場（無料）のご利用をお願いいたします。満車

等でホテル専用駐車場以外（有料）をご利用の場合は、株主様のご負担とな

りますのでご了承ください。

2023年09月25日 15時22分 $FOLDER; 57ページ （Tess 1.50(64) 20221223_01）


